


 

（関係資料） 

１．リーフレット 

 ・ 出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤の

投与によりＣ型肝炎ウイルスに感染された方々へ（令和２年４月改訂版） 

 

２．Ｑ＆Ａ 

 ・ 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者

を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給等に関する

Ｑ＆Ａ（令和２年４月改訂版） 

 

３．（参考）民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平

成 29年法律第 45号）（抄） 

 

 

（本件に関する照会先） 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室 管理係 

阿部、大平 

（代表電話）03(5253)1111 

（内線）2717,2718 

（直通電話）03(3595)2400 

 

 

 

 


